
令和７年５月 時津町農業委員会総会 

 

     日時 令和７年５月２６日（月曜日）１０時～１０時３５分 

           場所 時津町役場第２庁舎３階会議室  

１．開 会 

２．議 事             

日程第１ 議事録署名人の指名について 

日程第２ 議案第１号 令和６年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他 

事務の実施状況の公表 

日程第３ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請（受付番号第１－８号） 

日程第４ 報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出（受付番号第１－７号） 

３．出席委員         

  ○農業委員（１１名） 

       １番 朝長 克二   ２番 吉川 博美   ３番 坂本 敬治 

   ４番 小嶌 栄一   ５番 髙橋 達男   ６番 溝上 勝也（欠席） 

   ７番 池田 稔    ８番 濵田 信    ９番 渡辺 洋一 

  １０番 水口 直樹  １１番 辻 文美 

  ○農地利用最適化推進委員（３名） 

    １番 岳田 稔人   ２番 溝上 直美   ３番 植田 秀之 

４．議事録署名人  ７番 池田 稔   ８番 濵田 信 

 

 

 

 

 



議事録 

○議 長 
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皆さんおはようございます。ただ今の出席委員は農業委員１０名、推進委

員３名であります。会議規則第７条の規定の定数に達しておりますので、こ

れより令和７年５月農業委員会総会を開催いたします。日程第１、議事録署

名人の指名を行います。議事録署名人は、会議規則第１４条の規定に基づ

き、７番池田委員、８番濵田委員を指名いたします。日程第２、議案第１号

について事務局は説明をお願いします。 

議案第１号について説明いたします。１ページをご覧ください。令和６年

度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表

についてです。まず、「Ⅰ農業委員会の状況」ですが、令和６年４月１日時

点の農業委員会の体制、農家、農地等の概要を記載しています。２ページ以

降は「Ⅱ最適化活動の実施状況」です。「１最適化活動の成果目標」の

「（１）農地の集積」ですが、「➀現状及び課題」は令和６年度当初の状況で

す。担い手への農地の集積率は３１．７％で、「②目標」としましては令和

６年度末の集積率３４．２％を目標としていました。「③実績」ですが、令

和６年度末の集積率は３６．７％で、目標に対する達成状況は１０７．４％

でございました。農業委員会の点検結果としましては、「集積面積の算出に

修正が生じたため、集積面積・集積率が増加している」と記載しておりま

す。次に「（２）遊休農地の発生防止・解消」ですが、「➀現状及び課題」は

令和６年度当初の状況ですが、緑区分の遊休農地面積は８４ｈａです。「②

目標」は令和３年度の緑区分遊休農地面積の１／５で１５ｈａです。次に３

ページの「③実績」は緑区分の遊休農地が９２ｈａに増加しており、解消面

積は０ｈａ、目標の達成状況も０％でございました。農業委員会の点検結果

としましては、「農業従事者の高齢化と後継者不足により遊休農地の増加が

進んでいる」と記載しています。次に「（３）新規参入の促進」ですが、「➀
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現状及び課題」は過去３年間の新規参入の実績を記載しています。「②目

標」は過去３年間の権利移動面積の平均の１割以上ということで、新規参入

者への貸付面積を１ｈａとしています。次に４ページの「③実績」ですが、

令和６年度は新規参入希望者からの相談はありましたが、貸付にはいたって

おりません。農業委員会の点検結果は「狭小地や傾斜地が多く、新規参入で

きる農地が少ない」としています。次に「２最適化活動の活動目標」です

が、「（２）活動強化月間の設定」の「➀目標」を年２回としていましたが、

「②実績」も年２回で、目標どおり取り組みが行えております。次に５ペー

ジ、「（３）新規参入相談会への参加」の「➀目標」を年１回としていました

が、「②実績」は新規参入相談会への参加はありませんでした。最後に、全

体の評価としまして、目標の達成状況の評語ですが、「目標に対して期待通

りの結果が得られた」としております。次に６ページ、「Ⅲ事務の実施状

況」です。「１総会、部会の開催実績」ですが、令和６年度は毎月、年１２

回総会を開催しております。「２農地法第３条に基づく許可事務」について

は処理件数１０件のうち許可が１０件で、標準処理期間は１４日、処理期間

の平均も１４日、総会開催日、申請書締切日とも公表しています。「３農地

転用に関する事務」は処理件数６件のうち許可相当が６件で、標準処理期

間、処理期間の平均ともに１４日でした。「４違反転用の対応」は管内農地

面積１９０ｈａ、違反転用面積は０ｈａとしております。違反転用について

は相談等があった際、随時、解消に取り組んでいます。以上で議案第１号の

説明を終わります。  

本件に関し、ご質問、ご意見はありませんか。ないようでしたら、議案第

１号に賛成の方の挙手を求めます。挙手多数と認めます。よって議案第１号

は原案どおり決定することといたします。日程第３、議案第２号について事

務局は説明をお願いします。 
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〇議 長 
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〇事務局 

 

議案第２号について説明いたします。７ページをご覧ください。農地法第

３条の規定による許可申請です。賃借人は子々川郷〇〇、〇〇さん、賃貸人

は西時津郷〇〇、〇〇さん、農地は子々川郷〇〇、地目は田、地積は１０５

９㎡、市街化調整区域内の第２種農地です。賃貸借権の設定で設定期間は１

０年です。申請理由としましては、賃貸人は農業経営の合理化による規模縮

小、賃借人は農業経営の規模拡大です。農作業従事者は２名、従事日数は１

５０日です。８ページ以降は許可申請書です。１０ページの「（１）作付け

予定作物」は水稲、トマト、きゅうりです。「（３）農作業従事者数」です

が、賃借人は農作業歴３５年で、そのほかの世帯員・常時雇用が１名です。

１１ページの「４農作業への従事状況」は〇〇さんが年１２０日、妻の〇〇

さんが年３０日、合計で年１５０日農作業に従事しています。１２ページの

「６周辺地域との関係」は隣接する自己農地ならびに周辺農家と同様の栽培

方法で行うため、周辺農地への影響はありません。「７地域との役割分担の

状況」は農業の維持発展のため、共有施設維持管理や獣害被害対策に関して

周辺農家と協力するとのことです。１５ページは「農地法その他の農業に関

する法令の遵守の状況等」ですが、〇〇さんは関係法令の違反はありませ

ん。１６、１７ページは位置図です。農地は〇〇の南東側付近です。１８ペ

ージは現況写真、１９ページからは契約書の写しです。契約書の「２賃貸借

の期間」は令和７年６月１日から令和１７年５月３１日までの１０年間で

す。２０ページの別表１ですが、賃貸借料は年１万円です。議案第２号の説

明は以上です。 

本件に関し、ご質問、ご意見はありませんか。 

今回の契約はどういう経緯で契約することになったんですか。 

今回の貸借契約は〇〇さんと〇〇さんから相談があったもので、〇〇さん

は西時津に住んでおり、今回の子々川の農地が家から遠いこともあって、こ
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れまでも〇〇さんに手伝ってもらっていましたが、〇〇さんが経営規模を縮

小することに伴い、今回、〇〇さんと貸借契約を行うこととなっています。 

ほかに質問はありませんか。ないようでしたら、議案第２号に賛成の方の

挙手を求めます。挙手多数と認めます。よって議案第２号は許可することと

いたします。日程第４、報告が１件あります。事務局は説明をお願いしま

す。 

報告事項について説明いたします。報告第１号ですが、２２ページをご覧

ください。農地法第４条の規定による届出、市街化区域農地の転用です。届

出人は長与町高田郷〇〇、〇〇さん。農地は元村郷〇〇、地目は畑、地積は

１０㎡、市街化区域内の第３種農地です。届出人は駐車場用地として使用す

べく届出を行うものです。２３ページは届出書です。「３転用計画」の工事

着工時期は平成元年頃となっていますが、こちらは未届けで農地転用を行っ

ていたことが判明したため、始末書を添付してもらい農地転用の届出を提出

してもらうこととしたものです。「４被害防除施設の概要」は雨水は水路へ

放流し、日照については、周囲は宅地化されているため、近隣農地へ悪影響

をおよぼす恐れはありません。また、駐車場はコンクリート舗装されてお

り、土砂の流出はありません。２４、２５ページは位置図です。申請地は○

○の西側、〇〇の南東側付近です。２６、２７ページは現況写真です。申請

地は上下に分かれる道の分岐部分で駐車場の下側部分です。２９ページは顛

末書です。農地所有者の〇〇さんが平成元年頃に未届けで駐車場に転用し、

現在も駐車場用地として利用しているということで、今回、顛末書を添付し

てもらい農地転用届出を提出してもらうこととしております。以上で報告事

項の説明を終わります。 

報告事項についてご質問、ご意見はありませんか。ないようでしたら報告

を終わります。以上を持ちまして、本日の総会は閉会します。次回の総会は



 ６月２６日（木）午前１０時から第２庁舎３階会議室で開催します。 

 


